


福島県における復興調査について 

令和７年３月１日 

福島県教育庁文化財課 轡田克史 

１ はじめに 

被害の概要 平成 23 年東北地方太平洋沖地震では死者 4,179 名（内、関連死 2,348 名）、家屋の被害

15,483棟全壊と、県内全域で大きな被害が発生した（数値は令和６年 11月１日現在）。特に浜通り地方

では甚大な津波被害に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、多くの人が避難を強いられ

た。 

被災文化財等への対応 東日本大震災によって、県内では総計 295 件の文化財が被災した（国指定 82

件、県指定 66件、市町村指定 147件）。 

 

 
原子力発電所事故 

被災地の資料館資料 

原子力発電所事故 

被災地の民俗芸能 

東日本大震災被災の 

登録有形文化財 

東日本大震災被災の 

国県指定文化財 

文化財レスキュー 
地域の「きずな」を結

ぶ民俗芸能支援事業 

地域に根ざした文化

財災害復旧支援事業 

指定文化財保存活用

事業 

「被災ミュージアム

再興事業」を活用し、

仮保管施設で保管 

用具の新調・修復費

用、稽古等に要する交

通費を補助 

登録有形文化財の修

復費を補助 

特例を設け、補助率を

引上げ 

文化庁ほか「適正な埋蔵文化財行政を担う体制等の構築について」（報告） 
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県の初期対応 

 

 

 

 

 

 

 

２ 復興事業と埋蔵文化財調査 

（１）県による調査 

復興事業の範囲等 （H24.6.1「東日本大震災の復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」） 

① 復興事業とは、平成２３年東北地方太平洋沖地震による揺れや津波等により直接的に被災した場所

又は区域及びその周辺地域で実施される下記の事業とする。 

ア）公共事業 

・上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン整備事業 

・道路、鉄道の整備事業 

・都市基盤整備、宅地造成、ほ場整備などの整備事業 

被災文化財等救援本部のイメージ 

復旧工事に係る埋蔵

文化財の取扱い 

古文書等の 

廃棄・売却 

除染作業に係る埋蔵

文化財等の取扱い 

復興事業計画の 

早期把握 

平成 23年東北地方

太平洋沖地震に伴

う復旧工事に係る

埋蔵文化財の当面

の取扱いについて 

H23.3.24 

被災した文化財の取

扱いについて 

H23.3.25 

「放射性物質の除染

作業」に伴う史跡等

の取扱いについて 

H24.8.1 

東日本大震災復

旧・復興事業に伴

う埋蔵文化財の保

護について

H23.12.26 
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・堤防、護岸施設などの整備事業 

・被災者に住宅を供する事業 

・その他の復興事業と認められるもの 

イ）民間事業 

・個人被災者自らが使用する住宅の新築、改築 

・個人被災者自らが所有及び使用する目的で行う店舗や事業所等の建物の新築、改築 

・個人被災者自らが所有及び使用する目的で行う農業関連施設等の設置、改修 

・法人被災者自らが所有又は使用する店舗や事業所又は宿舎等の建物の新築、改築 

・法人が実施する電気やガス等のライフラインの新設、改修 

・その他の復興事業と認められるもの 

② 復興事業の認定は、原則として復興事業であることを示す証明書（罹災証明書等）又は事業計画

書等によるものとする。 

県と市町村の役割分担 

 

復興調査の基本方針 

・当該の市町村に係るもの

・複数市町村にまたがる広域の開発事業

・一般の市町村が処理することが適当で

ないと認められる程度の開発事業

・統一的な処理を必要とするもの 等

・当該の市町村に係るもの

・ほ場整備・防潮堤整備（海岸防災林）

・一部の道路事業等

・複数市町村にまたがる広域の開発事業

・一般の市町村が処理することが適当で

ないと認められる程度の開発事業

・統一的な処理を必要とするもの 等

通常時 震災対応 

復興事業の

速やかな 

遂行 

発掘調査実

施への理解

を得る取組 

工事が周知の埋蔵文

化財包蔵地を避ける

よう調整 

盛土又は掘削が遺構

面に達しない工法と

なるよう調整 

発掘調査取り扱い基

準の弾力的運用 

本発掘調査

の最小化 

復興事業の

早期把握 

分布調査、

試掘・確認

調査の実施 

丁寧な事前説明

調査成果の還元 

市町村 

県 

復興事業の円滑な推進

と埋蔵文化財の保護と

の両立 
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（２）市町村への支援 

桜田Ⅳ遺跡（広野町） 東日本大震災の災害公営住宅の整備に伴って発見され、広野町教育委員会によ

って調査が行われた遺跡。 

東町遺跡（南相馬市） 縄文時代・平安時代の集落跡として周知されている。防災集団移転促進事業に

伴い試掘・確認調査、本発掘調査を南相馬市教育委員会が行った。 

年 市町村 内容 

H24 広野町 災害公営住宅本発掘調査 桜田Ⅳ遺跡 

H25 広野町 災害公営住宅本発掘調査 

H26 南相馬市 災害公営住宅・防災集団移転本発掘調査 東町遺跡 

大熊町 復興拠点試掘・確認調査 

楢葉町 駅東開発・東電社員寮関連試掘・確認調査 高橋遺跡 

H27 南相馬市 植物工場本発掘調査 南海老南町遺跡 

大熊町 復興拠点・東電社員寮関連試掘・確認調査 

富岡町 メガソーラー試掘・確認調査

川内村 工業団地試掘・確認調査 

広野町 駅東開発本発掘調査 柳町Ⅱ遺跡 

民間事業所試掘・確認調査 東町Ⅵ遺跡 

H28 南相馬市 農地改良本発掘調査 

浪江町 防災用道路・防災集団移転本発掘調査 大平山城跡・寺院跡 

双葉町 原発内減容化施設試掘・確認調査 木通沢遺跡 

広野町 民間食堂・学校寄宿舎・農地改良試掘・確認調査 

H29 南相馬市 学校造成本発掘調査 鷺内遺跡 

双葉町 原発内造成・アーカイブ施設試掘・確認調査 楢無遺跡 

川俣町 国道改良試掘・確認調査 前田遺跡 

H30 南相馬市 学校造成・農地整備本発掘調査 梨木下西館跡 

川俣町 商業施設試掘・確認調査 

R1 飯舘村 携帯基地局試掘・確認調査 赤石沢遺跡 

川俣町 土砂採取本発掘調査 三明院跡と墓地 

葛尾村 育苗施設試掘・確認調査 

R3 川内村 メガソーラー試掘・確認調査

（３）調査の体制 

財源の確保 

市町村への支援一覧（抜粋） 

復興交付金の概要（復興庁ＨＰ） 
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人員の確保 

・自治法派遣・・・地方自治法第 252条の 17第１項

・総務省スキーム・・・平成 25年３月１日付け総務省自治行政局公務員課長通知「東日本大震災に係る

人的支援に関する留意事項等について（通知）」

・県内市町村教育委員会、県立博物館からの支援

・県教育委員会の定数増、専門職員の採用

・公益財団法人福島県文化振興財団の財団間出向受入

福島再生加速化交付金の概要（復興庁ＨＰ） 
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復興調査基準 

・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いを判断する際は、当該地あるいは周辺地における既存データ（分

布調査・発掘調査の結果等）を活用すること

・本発掘調査等の判断については取扱い基準を弾力的に運用することとし、本発掘調査は工事による掘

削が遺構面に達する場合に限ること

浜通り会議等 

・「東日本大震災の復旧・復興に伴う埋蔵文化財の取扱い等に関する連絡会」 

・県相双農林事務所、相双建設事務所等との連絡調整会議

H24.6.1 東日本大震災の復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて 
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３ 中間貯蔵施設と埋蔵文化財調査 

中間貯蔵施設の概要 

中間貯蔵施設における埋蔵文化財の取扱い 

中間貯蔵施設の概要（環境省ＨＰ） 

H28.9.1中間貯蔵施設建設予定地に所在する埋蔵文化財調査の取扱方針 
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４ 埋蔵文化財の役割 

「桜田Ⅳ遺跡」（広野町）における現地説明会参

加者「自然に恵まれ、このような遺跡もある広

野町に家族とともに帰ってきたい」 

広野小学校・広野中学校の発掘体験参加者「広

野町にこんな遺跡があったなんて思ってもい

なかったので、とても誇りに思います」 

銅谷廹遺跡・後廹Ｂ遺跡の周辺 

福島県復興ビジョン 
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